
市役所の開庁時間は、原則平日午前８時30分～午後５時です。（正午～午後１時除く）
各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします

お 知 ら せ

国民健康保険 
任意継続の健康保険が 
満了になる方へ

　任意継続中の健康保険が３月３１日
で満了となり、４月１日から国民健
康保険に加入する方に限り、受け付
けを開始します。
y▷任意継続の資格確認書等（喪失
予定日の記載があるもの）
▷本人確認書類（運転免許証、パス
ポート、顔写真付きマイナンバーカ
ード等）
※世帯状況により、提出物が異なる
場合があります
m３月１6日から、直接、保険年金課
国民健康保険係（市役所第二庁舎２
階☎０４２-３８７-９８３３）へ

季節展準備等に伴う 
文化財センター臨時休館

■期間３月7日㈯～１９日㈭
i生涯学習課文化財係（☎０４２-３８７-
９８７９）

４月より一部金融機関での 
市税等の納付書取り扱いが 
終了となります

　下記の金融機関窓口で、納付書で
の市税等の納付ができなくなりま
す。
■金融機関▷山梨中央銀行▷東日本
銀行
■取扱終了項目市・都民税（特別徴
収）、法人市民税、たばこ税、後期
高齢者医療保険料、介護保険料
i納税課管理係（☎０４２-３８７-９８２５）

委員選任結果

　公募委員選考基準等により、次の
公募市民の方々を委員に選任しまし
た。

安全・安心まちづくり協議会

▷福井高雄さん、田中達志さん、高
橋信起さん、藤本洋さん、坂野勝一
さん、馬場龍彦さん

i地域安全課消防防犯係（☎０４２-
３８７-９８０７）

環境審議会

▷白石悟さん、田頭祐子さん、野﨑
玲子さん、橋本修さん
i環境政策課環境係（☎０４２-３８７-
９８１７）

委員募集

学校運営協議会

■募集校▷小金井第三小学校▷小金
井第四小学校▷東小学校▷緑小学校
▷南小学校▷小金井第一中学校
t市内在住で、令和８年４月１日現
在１８歳以上の方
s各校２人（選考）
■任期４月１日～令和１０年３月３１日
（年５回程度開催）
■報酬１,５００円（１回）
m３月９日（消印有効）までに、郵
送、ファクスまたは直接、小論文
（８００字以内・課題＝「地域住民と
して学校運営協議会で果たせる役割
について」）・住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・電
話番号・希望する学校名（１校のみ）

を明記し、指導室指導係（〒１８４-
８５０４住所不要・市役所第二庁舎７階
☎０４２-３８７-９８７７f０４２-３８３-１１３３）へ

地域自立支援協議会

t市内在住で、２０歳以上の方
s１人（選考）
■任期５月１日～令和１０年４月３０日
（年４回程度開催）
■報酬１０,０００円（１回）
m３月２７日（必着）までに、郵送、
ファクスまたは直接、小論文（８００
字以内・課題＝「障がいのある人が
地域で安心して暮らしていくための
必要な合理的配慮とは」）・住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・性別・電話番号を明記し、
自立生活支援課障害福祉係（〒１８４-
８５０４住所不要・市役所第二庁舎２階
☎０４２-３８７-９８４８f０４２-３８４-２５２４）へ

−◇共　通◇−
e▷市が設置する附属機関等の委員
は、原則２つまで▷小論文は返却し
ます▷選考基準・方法等詳細はお問
い合わせください

　引っ越しシーズンの２月下旬～５月上旬は、転入・転居を含むマイナ
ンバーカード関係の手続き等により、市民課窓口が大変混雑します。特
に休日・祝日の翌日は、お待たせする時間が長くなります。お急ぎでな
い場合は、混み合う期間を避けていただくか、時間に余裕を持ってお越
しください。
　また、オンライン申請、コンビニ交付や引っ越しワンストップサービ
スなど窓口を利用しない手続きもご利用ください。 市民課での税関係証明書の発行を休止します

　窓口が大変混み合う期間は、市民課での税関係証明書の一部（市
・都民税課税証明書および納税証明書）を休止し、市民税課および
納税課（いずれも市役所第二庁舎３階）でのみ発行します。
■休止期間３月２日㈪～６月９日㈫

i市民課市民係（☎042-387-9830）市民課窓口の混雑緩和にご協力ください

引っ越しワンストップ
サービス

コンビニ交付オンライン申請

窓口呼出状況配信サイト
　市民課の混雑状況や呼び出し番号をご覧いただけ
ます。来庁時の目安、待ち時間の参考としてご活用
ください。 窓口呼出状況

　消費者トラブルで困ったときは一人で悩まず、消費生活相談室に
ご相談ください。事前予約は不要です。
■相談窓口消費生活相談室（市役所第二庁舎４階☎f０４２-３８４-４９９９）
i経済課消費生活係（☎０４２-３８７-９８３１）

消費生活相談室からのお知らせ

d３月9日㈪、１0日㈫午前９時３０
分～午後４時（正午〜午後１時を
除く）
t市内在住・在勤・在学の２９歳以
下の方

若者のトラブル１１０番

d３月2日㈪、３日㈫午前９時３０
分～午後４時（正午～午後１時を
除く）
t市内在住・在勤・在学の方

多重債務１１０番

使い方・登録
はこちら

i広報秘書課広報係（☎042－387－9803）

「受信設定」で、受け取りたいジャンルを選べます。
自分が欲しい情報だけ受け取れる！1 便利機能

メニューにあるボタンから市ホームページにアクセスできます。
身近な情報に簡単アクセス！2 便利機能

不具合等を見つけたら、写真に撮ってその場で市に連絡できます。
公園・道路・街路灯等の不具合連絡も！3 便利機能

いつでも効率的に調べることができる！4 便利機能
チャットボットにより、質問を選択したり入力することで知りたい
情報を検索できます。

市公式LINEご利用ください！
災害等の緊急情報や興味がある情報をスマートフォンで
受け取れます！
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